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Ⅰ 計画策定にあたって  

（1）計画策定の趣旨 

 熊本県では、特定行政庁及び建築関係団体で構成する熊本県建築物安全安心推進協議会（以下「協議

会」という。）において、国土交通省より示された建築行政マネジメント計画策定指針（平成22年（2010

年）5月17日付け国住指655号）を踏まえ、建築確認から検査までの建築規制の実効性の確保や、違反建

築物等への対策の徹底などの建築物の安全・安心の確保のための施策を盛り込んだ「熊本県建築物安全

安心マネジメント計画」を策定し、国の指針の改訂毎に見直しを行い、令和7年度（2025年度）まで当

該計画に基づく取組みを推進してきたところである。 

この間、建築行政の分野においては、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能

向上に関する法律等の一部を改正する法律（令和4年（2022年）法律第69号）、地域の自主性及び自立性

を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（令和5年（2023年）第58号、令

和6年（2024年）法律第53号）が成立するなど、社会情勢の変化等に対応できるよう、制度の見直しが

なされている。 

こうした昨今の建築行政を取り巻く環境等を踏まえ、国土交通省からは改訂版建築行政マネジメント

計画策定指針（令和 7年（2025 年）3月 11日付け国住指第 415 号、以下「改訂版指針」という。）が

示されたところである。改訂版指針は、これまでの指針の内容を基本にしつつも、これに新たな制度改

正の内容や行政手続きの電子化等への対応などを反映したものとなっている。 

また、本県では、日奈久断層帯の地震や南海トラフ地震といった、近い将来に高い確率で発生が予想

されている大地震に備え、建築物の耐震化を図るなど、大規模災害から県民の生命、財産等を守ること

が重要である。 

以上のことから、引き続き円滑な経済活動の確保を前提としつつ、建築物の安全性を確保するための

更なる取組みが求められていることを踏まえ、熊本県建築物安全安心推進協議会における特定行政庁が

中心となり、新たな「熊本県建築物安全安心マネジメント計画」を定め、当該計画に基づく取組みを推

進していくこととする。 

 

（2）策定主体 

 熊本県建築物安全安心推進協議会 

 ・構成団体 

【行政機関】熊本県、熊本市、八代市、天草市 

【関係団体】一般財団法人熊本県建築住宅センター、公益社団法人熊本県建築士会、 

一般社団法人熊本県建築士事務所協会、一般社団法人熊本県建築協会、 

熊本県建築組合連合会 

【関係機関】日本ＥＲＩ株式会社熊本支店、株式会社熊本建築確認検査機関、株式会社

ＡＣＳ熊本、一般財団法人熊本建築審査センター、一般財団法人熊本建築

構造評価センター 

 

（3）実施主体 

 熊本県、熊本市、八代市、天草市 

 

（4）計画期間 

令和8年度（2026年度）から令和12年度（2030年度）まで 
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（5）計画の基本的な性格 

本計画は、建築基準法、建築士法、建築物の耐震改修の促進に関する法律、建築物のエ

ネルギー消費性能の向上に関する法律（以下「建築物省エネ法」という。）及び高齢者、

障害者等の移動等の円滑化に関する法律（以下「バリアフリー法」という。）に規定され

た建築物の安全、環境に関する性能の確保及び向上に係る制度等を対象とする。 

 

 

 

Ⅱ 計画の内容  

（1）対象範囲 

本計画は、建築基準法、建築士法、建築物の耐震改修の促進に関する法律、建築物省エ

ネ法及びバリアフリー法に規定された建築物の安全に関する性能の確保及び向上に係る制

度等を対象とする。 

 

（2）計画の公表 

本計画は、目標・目標値及びそのための施策を周知し、その達成を確実なものとするた

めに、各特定行政庁等のホームページ等で広く公表するとともに、必要に応じて、説明会

等により関係者に周知するものとする。 

 

（3）達成状況等の把握と公表 

本計画の適確な実施状況を把握するため、各施策の進捗状況や目標達成状況について、

年度末にとりまとめを行い、検証するとともにそれらの状況を公表する。 

 

（4）取組みの見直しと継続的改善 

社会情勢や目標達成状況を踏まえ、適宜、具体の取り組むべき施策の見直しを行うとと

もに、計画期間中であっても、必要に応じて本計画の見直しを行うなど、継続的な改善を

図るものとする。 
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Ⅲ 推進すべき施策及び目標  

1．建築確認から検査までの建築規制の実効性の確保 

（1）迅速かつ適確な建築確認審査の徹底 

円滑な経済活動の実施を確保しつつ、建築確認の実効性を確保するため、迅速かつ適確

な建築確認審査を推進する。 

 

【現状・課題】 

■建築確認制度への対応 

建築物の法適合性を確保するうえで、計画段階でのチェックが重要であることから、確

認申請前の相談・協議を含めた確認審査を適確に運用する必要がある。 

 

■確認審査の迅速かつ適確な建築確認の推進 

建築確認を行う特定行政庁は、円滑な経済活動の実施を確保しつつ、迅速かつ適確に審

査することが求められており、確認審査の期間短縮を図る必要がある。 

このため、審査体制の改善や関係機関との連携、物件毎の進捗管理の実施、審査職員の

能力の向上などに取り組む必要がある。 

 

■建築関連法規の改正への対応 

建築関連法規については、令和 7年（2025 年）に建築確認の対象となる建築物の規模等

の見直しや全ての建築物への省エネ基準の適合義務化が図られた。更に宅地造成及び特定

盛土等規制法に基づく規制区域の指定・運用が開始された。 

引き続き、法規の改正内容や運用について、建築主、建築士、施工者等へ周知し、関係

者の理解を深め、確認審査を迅速かつ適確に実施する必要がある。 

 

■緊急事態への対応 

平成 28年（2016 年）の熊本地震、令和 2年（2020 年）7月豪雨や新型コロナウイルス

感染症拡大などの経験を踏まえ、建築確認検査の業務遅延のリスクを最小限に抑え業務の

継続あるいは早期復旧を可能とするための対策が求められる。 

 このため、申請や相談窓口のＤＸ化、郵送対応や相談窓口の予約化など、窓口業務のあ

り方を検討する必要がある。 

 

【目 標】 

令和 4年（2022 年）の建築基準法改正を踏まえた 

迅速かつ適確な確認審査の徹底等 
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【施 策】 

施策 取組内容 

1）建築確認審査の迅速化かつ適確な実施の

ための取組み 

①確認審査等に関する指針（平成 19年 6

月 20 日国土交通省告示第 835 号）に

基づく迅速かつ適確な確認審査の実施 

 

 

②確認審査日数の進捗状況管理 

 

 

 

 

③構造計算適合性判定制度への対応 

 

④建築基準法改正への対応 

⑤建築物省エネ法改正への対応 

⑥建築許認可手続きの円滑化 

 

 

 

 

 

 

⑦建築確認審査に関する苦情の処理 

 

 

⑧審査能力向上のための対策の実施 

 

 

⑨審査・相談ノウハウの共有 

 

 

 

⑩緊急事態時の受付窓口体制の検討 

 

 

 

・建築構造審査・検査要領－確認審査等に関

する指針運用解説編－に基づく迅速かつ

適確な審査の実施 

 

 

・特定行政庁・指定確認検査機関との連携の

確保 

・データベースによる確認申請物件管理の

実施 

 

・構造計算適合性判定機関との連携の確保 

 

・講習会の開催やチラシの配布による関係

者への周知 

・建築確認制度の周知チラシの作成並びに

窓口での配布及びホームページへの掲載

を通じた建築主等への周知 

・令和 4年（2022 年）の建築基準法・建築

物省エネ法の改正に伴う建築確認検査の

適確な実施（新規） 

 

・建築確認審査に係る苦情に対する適切な

対応の実施 

 

・審査職員向け研修会の開催、審査職員の審

査関係講習会への参加 

 

・建築確認に係る特殊な事例について特定

行政庁、指定確認検査機関、指定構造計算

適合性判定機関間における情報共有 

 

・受付や相談の予約制及び申請のＤＸ化や 

郵送化の推進等 
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（2）中間検査・完了検査の徹底 

建築物の安全確保と違反建築物の発生を防止するため、施工時において建築基準関係規

定への適合を確保することが重要である。このため、中間検査及び完了検査の更なる徹底

を図る。 

 

【現状・課題】 

■完了検査率の更なる向上 

完了検査については、平成 10年度（1998 年度）時点では、30％程度の検査率だったが、

近年は 95％を超える水準で推移している。 

令和 4年（2022 年）の建築基準法改正（令和 7年（2025 年）4月施行）による都市計

画区域外での建築確認件数及び検査の特例の縮小による検査項目の増加に適確に対応しつ

つ、完了検査の 100％実施を目指して、今後も完了検査率向上に向けた取組みを実施して

いく必要がある。また、業務効率化・生産性向上を通じ、より適確な検査の実施を図るた

め、中間検査・完了検査のリモート化への対応を検討する必要がある。 

 

【目 標】 

完了検査申請を行わない物件に対する口頭・文書による督促の 100％実施 

 

【施 策】 

施策 取組内容 

1）中間検査・完了検査の徹底 

①検査の必要性の周知徹底 

 

 

 

②未受検建築物に対する督促等の実施 

 

 

 

 

 

 

③中間・完了検査の適確な実施 

 

・建築確認済証の交付時におけるチラシ配    

 布 

・関係機関及び関係団体への周知依頼 

 

・確認済物件の進捗管理 

・完了検査未申請物件の建築主又は工事監

理者等に対する督促 

・指定確認検査機関における完了検査未申

請物件に関する特定行政庁への情報提供

等の実施 

 

・中間・完了検査の実績に係る情報の整理及

び分析 

・国の動向や建築現場の実態を踏まえた中

間検査対象物件の追加検討 

・新 2 号建築物に係る完了検査事例集の作

成（新規） 
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（3）工事監理業務の適正化とその徹底 

建築施工における適法性確保の観点から、工事監理者が工事着手までに確実に選定され、

工事監理が適確に行われるための取組みを行う。 

 

【現状・課題】 

■適確な工事監理の徹底 

建築士による工事監理が適確に行われていないことにより、建築物の適法性が確保でき

ていない事案や建築主と施工者とのトラブルが依然として見受けられる。 

また、令和 4年（2022 年）の建築基準法改正（令和 7年（2025 年）4月施行）で、検

査の特例が縮小する等の制度の見直しが行われた。 

このため、建築物の安全安心の確保に向けて、より適確な工事監理の徹底を図る必要が

ある。 

 

■工事監理の必要性の周知 

建築主は、建築基準法第 5条の 6第 4項に基づき建築物の工事にあたり建築士である工

事監理者を定める必要があり、工事監理者はその責において建築工事が設計図書どおりに

施工されているかどうか、適正に監理する必要がある。また、構造や建築設備の設計者に

よる工事監理も重要であるが、工事監理の制度について、未だ認識が不十分な建築主等も

おり、今後も引き続き、工事監理制度の周知を図っていく必要がある。 

 

【目 標】 

工事監理者選定割合 100％ 

 

【施 策】 

施策 取組内容 

1）工事監理業務の適正化とその徹底 

①工事監理の必要性の周知 

 

 

②建築確認申請時の工事監理者の記載の

徹底 

 

 

③工事監理の事実確認 

 

 

 

④適確な工事監理の実施の徹底 

 

・確認済証交付時におけるチラシ配布・関係

団体への協力依頼 

 

・完了検査申請書第四面の記載の徹底 

・確認済証交付時の工事監理者未選定の場

合における工事監理者届の様式の配布 

 

・違反パトロール、中間・完了検査等を通じ、

工事監理体制の実態把握及び指導の実施 

 

・工事監理ガイドライン（国土交通省）の

周知 

 

 

（4）仮使用認定制度の適確な運用 
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仮使用認定制度の運用を適確に行うとともに、仮使用される建築物の安全確保の徹底に

取り組む。 

 

 

【現状・課題】 

■仮使用認定制度の対象建築物の拡大 

令和 4年（2022 年）の建築基準法改正（令和 7年（2025 年）4月施行）において、旧

4号建築物から新 2号建築物となるものについて、新たに検査済証の交付を受けるまでの

建築制限がかかることを踏まえ、当該建築物に係る仮使用認定制度を円滑に運用する必要

がある 

 

 

【目 標】 

仮使用認定制度の円滑な実施 

工事中の建築物の安全確保の徹底 

 

 

【施 策】 

施策 取組内容 

1）仮使用認定制度の円滑な実施 

①指定確認検査機関、消防機関との連

携体制の構築及び運用の整合性の確

保 

 

②安全上、防火上又は避難上著しく支

障があると認めた場合における必要

な是正指導の徹底 

 

・特定行政庁と指定確認検査機関の連絡会議 

の開催 

 

 

・特定行政庁、消防機関との連携体制の構築・

防災週間等における立入調査の実施 
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（5）建築確認申請等の電子化の推進 

建築確認申請の効率化及び利便性向上のために、建築確認の電子申請の受付や確認審査

報告の電子受領等への対応を進める。 

 

 

【現状・課題】 

■建築確認申請等の電子化の推進 

自治体の行政手続きの効率化と利便性向上を図るため「デジタル社会の実現に向けた

重点計画（2023 年 6 月 9日閣議決定）」において、行政手続きのオンライン化が推進さ

れていることから、建築確認においても電子申請の受付及び確認審査報告の電子受領を

行う体制を整備する必要がある。 

 加えて、電子申請における個人情報等の漏洩に関する対策が必要である。 

 

【目 標】 

建築確認の電子申請の受付の実施 

確認審査報告書の電子報告の受領の実施 

 

 

【施 策】 

施策 取組内容 

1）建築確認申請等の電子化の推進 

①建築確認申請の電子申請に対応する

ための電子申請窓口の整備 

 

②電子データによる電子審査の体制構  

築 

 

 

2）確認審査報告書の電子報告の受領の 

実施 

①報告元となる指定確認検査機関との

連携・調整 

 

 

・電子申請窓口の整備 

 

 

・電子審査に対応するためのハード整備や電 

子審査能力向上のための研修会等の実施 

・消防同意に係る消防機関との連携 

 

 

 

・共用データベースや行政業務支援システム 

を利用したデータの送受信の実施 
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2．指定確認検査機関・建築士事務所等への指導・監督の徹底 

（1）指定確認検査機関等に対する指導・監督の徹底 

建築確認及び検査業務で重要な役割を担う指定確認検査機関における公正かつ適確な確

認審査、中間検査及び完了検査の実施を確保するため、指定確認検査機関に対する指導・

監督を行う。同様に、指定構造計算適合性判定機関においても、公正かつ適確な構造計算

適合性判定審査を確保するための指導・監督を行う。 

 

【現状・課題】 

■指定確認検査機関が行った建築確認への対応 

確認検査機関が行う建築確認の割合は、令和 6 年度（2024 年度）現在で全体の約 9 割

を占めている。これらの物件の適法性が確保されるよう指導を行う審査職員の更なる知識

向上に努め、指定確認検査機関の審査能力の向上、業務の適正化について、適切な指導・

助言を行う必要がある。 

 

■構造計算適合性判定 

本県内の建築確認申請については、2 つの指定構造計算適合性判定機関が判定業務を行

っている。 

構造計算適合性判定対象建築物の構造の安全性を確保するために、構造計算適合性判定

機関は、常に適正な業務を行う必要がある。 

 

■特定行政庁と指定確認検査機関等の連携 

建築基準法に関する情報を特定行政庁と指定確認検査機関及び指定構造計算適合性判定

機関で共有を図るため、定期的に情報交換を図る必要がある。 

 

 

【目 標】 

県指定確認検査機関及び指定構造計算適合性判定機関に対する 

計画的かつ適確な立入調査、意見交換等の実施 

 

 

【施 策】 

施策 取組内容 

1）各指定機関への指導監督の徹底 

①立入調査の実施 

 

 

 

②建築基準適合判定資格者に対する処分 

への対応 

 

・定期及び疑義事案等発生時における随時

の立入調査や意見交換の実施 

 

 

・疑義事案等発生時における国土交通省へ

の適切な情報提供 
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③指定機関の処分（県） 

 

 

 

 

④処分を受けた機関等の公表 

 

2）不適合事項の早期発見 

①確認検査報告等に係る報告期限の遵守 

 

 

3）特定行政庁と関係機関との連携 

①改正法・関係法令の運用について情報

の共有 

 

 

 

・「指定確認検査機関の処分の基準」及び「指

定構造計算適合性判定機関の処分の基

準」の適切な運用 

 

 

・処分を受けた指定機関についてホームペ

ージ等での情報の公表 

 

・特定行政庁への建築確認報告書等の報告

期限の遵守に係る関係機関への指導・要

請 

 

・特定行政庁・関係機関の意見交換会議の開

催 

 

 

（2）建築士・建築士事務所に対する指導・監督の徹底 

適切な設計及び工事監理を通じた建築物の安全性を確保するため、建築士及び建築士事

務所に対する適確な指導・監督を徹底する。 

 

【現状・課題】 

■建築士の関与の徹底及び小規模建築物における建築基準法の遵守 

建築士法上、100 ㎡を超える建築物等の設計や工事監理は建築士でなければ行うことが

できない。また、令和 4 年（2022 年）の建築基準法・建築物省エネ法の改正（令和 7 年

（2025 年）4月施行）に伴い、確認申請の対象拡大・確認の特例規模の縮小、さらに省エ

ネ基準適合に係る工事監理が必要になる等、建築士による設計や工事監理の重要性が一層

増している。 

このため、更なる建築物の設計・工事監理等の業務の適正化を図り、建築物の質の向上

に寄与するために、建築士法に基づく建築士の適切な関与が徹底され、建築基準法をはじ

めとする関係法令が遵守されるよう、建築士事務所に対して立入等を通じた指導・助言を

行う必要がある。 

 

■建築士の定期講習受講の徹底 

建築士事務所に所属する建築士には 3 年毎に定期講習を受講することが義務付けられて

いるが、一部未受講者も見受けられる。 

このため、未受講の建築士に対する指導を徹底する必要がある。 

 

■改正建築士法等の周知 

建築士法については、平成 27年（2015 年）の書面による契約の義務化（延べ面積 300
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㎡超）、管理建築士の責務の明確化、建築士免許証提示の義務化、平成 30年（2018 年）の

15年保存が義務付けられている図書の対象拡大（施行規則改正）、令和 7年（2025 年）の

二級建築士の業務範囲の拡大など、年々変化している。円滑な制度の運用のため、これら

の規定の周知の徹底を図る必要がある。 

 

 

【目 標】 

不適切な業務等を行った建築士事務所に対する 

計画的かつ適確な立入調査の実施 

 

 

【施 策】 

施策 取組内容 

1）建築士、建築士事務所の業務の適正化の

推進（県） 

①業務報告の提出の督促 

 

 

 

②確実な定期講習受講の促進 

 

③建築士事務所の立入調査による業務指 

  導 

 

④建築士の適切な関与の徹底 

 

 

⑤指定登録機関への指導監督 

 

 

 

2）不適切な業務を行った建築士及び建築士

事務所に対する処分・指導 

①通報・報告に基づく事情聴取、立入調 

査の実施（県） 

 

②一級建築士に対する処分への対応、国 

土交通大臣への情報提供 

 

③二級建築士、木造建築士又は建築士事 

 

 

・未提出事務所に対する関係団体と連携し

た督促の実施 

・建築士の受講状況の把握、未受講建築士に

対する関係団体と連携した督促の実施 

・未受講者に対する指導・処分の実施 

 

・立入調査の実施による状況確認及び指導

の実施 

 

・建築士事務所の関与について、講習会等に

よる周知及び業務指導 

 

・建築士法に基づく指定登録機関の業務に

対する必要な指導監督の実施 

 

 

 

 

・通報等を受けた場合の建築士事務所への

立入調査の実施 

 

・不適切な業務を行った一級建築士につい

ての国土交通省への報告 

 

・不適切な業務を行った二級建築士等に対



 

~ 14 ~ 
 

務所に対する処分（県） 

 

 

 

 

 

 

④処分を受けた建築士等の公表（県） 

 

3）建築士法の周知・徹底 

①建築士法改正への対応 

 

する「熊本県二級建築士、木造建築士及び

建築士事務所処分要項」に基づく処分の

実施 

・国の一級建築士の処分基準の見直し等に

併せた「二級建築士及び建築士事務所処

分基準」の見直し 

 

・処分を受けた二級建築士等の情報の公表 

 

 

・建築士向け講習会の開催 

・窓口でのチラシの配布 

・建築士事務所立入の機会を捉えた周知の

実施 
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3．違反建築物対策等の徹底 

（1）違反建築物対策の徹底 

国民の生命、健康及び財産の保護のため、警察、消防、福祉等の関係機関や建設業許可

等の関係部局と連携し、違反建築物等の実態を把握するとともに、違反建築物等の対策を

計画的かつ強力に推進する。 

 

【現状・課題】 

違反建築物は、建築主のみならず、それを利用する多数の者の生命の危険や健康上の被

害、さらには周辺の生活環境の悪化等、様々な問題を引き起こすおそれがあることから、

これらの違反建築物の発生を未然に防ぐとともに、違反建築物を発見した場合には、被害

が拡大しないよう、迅速な対応・改善を図ることが求められている。 

近年においても、防火関係規定等の違反のある建築物が引き続き確認され、これらの建

築物において火災等が発生した場合には重大な被害が発生することが危惧される。 

また、広域にわたる多数の建築物における施工不備等による違法行為等の情報に迅速か

つ適確に対応することが求められている。 

違反建築物対策においては、既に違反の事実が明らかである、あるいはその疑いがある

建築物に対して、必要な指導を適確に行うとともに、工事現場への立入指導や窓口でのパ

ンフレットの配布等による周知といった、違反建築物の発生を未然に防止する取組みを併

せて実施していく必要がある。 

 

 

【目 標】 

県下全域で実施する違反建築パトロールの計画的かつ適確な実施 

 

 

【施 策】 

施策 取組内容 

1）各違反建築物防止に向けた対策 

①建築確認・完了検査手続き等の周知に

よる違反防止 

 

②違反建築パトロールの実施 

 

 

 

③他の許認可関係部局との連携 

  

 

 

 

 

・ホームページに必要情報を掲載 

・窓口でのパンフレット配布 

 

・定期的かつ適確な建築パトロールの実施 

・違反建築防止週間における相談窓口の設 

 置 

 

・建築関係団体への協力要請 

・関係部局との連絡会議の開催及び連携体

制の構築 

・金融機関との連携体制の構築の検討 
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2）違反建築物の早期発見・指導等 

①違反建築物の早期発見 

 

 

②関係機関との連携による立入調査 

 

③建築物の使用停止 

 

 

④違反が明らかになった建築物等への 

対応 

 

・違反建築物等への立入検査の実施 

・通報等に対する適切な対応 

 

・関係機関と連携した立入調査の実施 

 

・違反建築物に対する使用停止の措置を含

めた適切な対応 

 

・違反建築物に対する是正・指導の徹底 

・各行政庁の違反建築物対応マニュアル及

び日本建築行政会議作成の違反建築物適

正化マニュアルの活用 

 

（2）違法設置昇降機の安全対策の徹底 

建築確認等の必要な手続きが行われていないエレベーター及び小荷物専用昇降機（以下

「違法設置昇降機」という。）について、労働基準監督署、熊本労働局との連携を図り、違

法設置昇降機に係る情報を把握した場合は、所要の措置を講じる等の指導を徹底する。 

 

【現状・課題】 

建築確認等の必要な手続きが行われていない違法設置昇降機においては、過去多くの重

大事故が発生している。 

こうした状況を踏まえて、違法設置昇降機に関する計画的な立入検査等の実施や労働基

準監督署等との連携を図ることにより、違法設置昇降機の把握に努めるとともに、構造等

に問題のある昇降機については、安全が確保されるまで使用を確実に停止させた上で、所

要の是正措置や関係法令に基づいた手続きを実施させること等により、昇降機の安全対策

に係る法令遵守を促進する必要がある。 

 

 

【目 標】 

違法設置昇降機の関係法令に基づく安全対策等の徹底 

 

 

【施 策】 

施策 取組内容 

1）既存の違法設置昇降機の是正及び実態 

の把握 

①実態調査の着実な実施 

 

②関係機関との連携 

 

 

・計画的な立入検査等の実施 

 

・労働基準監督署等との連携 
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4．建築物及び建築設備の適切な維持管理を通じた安全性の確保 

（1）定期報告制度の適確な運用による維持管理を通じた安全性の確保 

定期調査報告の徹底により、建築物の損傷、腐食その他の劣化等の状況を適確に把握す

るとともに、その結果を違反建築物対策や既存建築物の安全対策に活用する。また、建築

設備、防火設備、昇降機及び遊戯施設についても同様に安全確保を促進する。 

 

【現状・課題】 

■定期報告率の向上 

建築物の事故等を未然に防ぐための方策の一つとして、定期報告制度が設けられている。

全国的には、昇降機や遊戯施設に係る死亡事故や負傷事故、外壁タイル、天井、広告板等

の落下事故等も発生している。建築基準法第 12条では、民間及び市町村建築物（熊本市、

八代市及び天草市を除く。）のうち、一定規模以上の特殊建築物等に対し、所有者又は管理

者（以下「所有者等」という。）が資格者に建築物の状況を定期に調査させ、特定行政庁に

報告することを義務付けている。同様に、建築設備、防火設備、昇降機及び遊戯施設につ

いても検査をし、報告することを義務付けている。建築物は 3 年毎に、建築設備、防火設

備及び昇降機等は毎年、検査・調査・報告することにより、建築物等の安全性を確保する

制度が「定期報告制度」である。 

定期報告の対象となっている建築物のうち、実際に定期報告のあった建築物の割合（以

下「定期報告率」という。）は、全国と比較しても低い水準となっている。 

そのため、対象となる建築物の把握を徹底し、所有者への確実な周知・意識啓発（維持

保全への関心と重要性の理解）を着実に実施することが必要である。また、未報告者に対

しては、確実に提出するよう督促を徹底すると共に、報告の効率化による負担軽減を図る

ため、電子化を促進する必要がある。 

 

■定期報告制度を活用した建築物等の適切な維持保全について 

提出された定期報告書の中には、安全上、防火上又は衛生上支障があるものも見受けら

れる。そのような場合、適切な改善を促すことが重要である。事故の未然防止の観点から

も、適切な維持保全の取組みを促進し、他部局と連携しながら対応していくことが必要で

ある。 

 

 

【目 標】 

定期報告未提出の対象建築物の所有者等に対する 

口頭・文書による督促・指導の 100％実施 
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【施 策】 

施策 取組内容 

1）対象建築物等の把握 

①「特殊建築物等総合指導台帳」の提出の

徹底 

 

 

 

 

②定期報告対象建築物等のデータベース

化 

 

2）新築・増改築時点における建築主への周

知徹底 

 ①設計者等へのパンフレット配布依頼 

 

 

 ②関係機関を通じた制度の周知 

   

 

3）定期報告時期における対象建築物所有者

等に対する周知等 

 ①所有者等への通知 

 

 

 

 

 ②所有者等への督促 

 

 ③閲覧制度の周知 

 

 ④各資格者の技術支援等 

 

4）定期報告内容の適確な審査等 

 ①定期報告内容の適確な審査等 

 

 

 

 

 

 

 

 

・指定確認検査機関の物件も含めた提出の

徹底 

・指定確認検査機関における確認申請等に

伴う指定確認検査機関からの台帳提出に

係る周知の実施 

 

・定期報告対象建築物等のデータベースの

運用 

 

 

 

・建築確認済証の交付時におけるチラシ配 

 布 

 

・関係機関及び関係事業所組合を通じた所

有者等へのパンフレットの配布 

 

 

 

・（一財）熊本県建築住宅センターと連携し

た所有者等への通知 

・定期報告率の向上に資する取組みの促進

（新規） 

 

・未報告建築物の所有者に対する督促 

 

・建築基準法に基づく閲覧制度の周知 

 

・建築物調査員、建築設備等検査員に対する

講習会の開催 

 

・国土交通省告示に基づく適確な審査の実 

 施 

・（一財）熊本県建築住宅センター等と連

携した定期報告率向上に向けた取組みの

推進 

・（一財）熊本県建築住宅センター等と連

携した適確かつ効率的な審査体制の構築 

・定期報告のＤＸ化の促進（新規） 
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5）是正が必要な建築物等の改善指導の実  

  施 

 ①是正が必要な建築物等の改善指導の実

施 

    

 

6）防災査察の計画的な実施 

 ①防災査察の計画的な実施 

   

 

7）建築基準法改正への対応 

 ①定期報告制度の見直しに係る周知徹底 

 

 

・文書による改善指示の実施、建築基準法 

第 12 条第 5項報告の聴取や同条第 6項 

の立入調査等の適宜実施 

 

 

・消防署等※と連携した防災査察の計画的 

な実施 

 

 

・講習会の開催 

・窓口でのパンフレット配布 

・防災週間等の機会を通じた、新たな対象 

施設への立入調査の実施 

※建築物の用途に応じて、消防署の他、警察、労働部局、環境部局及び福祉部局等が挙げられる。 

 

 

（2）建築物の耐震診断・改修の促進 

地震防災対策の必要性及び熊本県耐震改修促進計画等を踏まえて、新耐震基準施行以前

の建築物の耐震診断を推進するとともに、熊本地震や能登半島地震で一定の被害が見受け

られた平成 12年（2000 年）以前の新耐震基準の戸建て木造住宅も含め、耐震性が不十分

な建築物の耐震化（改修、建替え等）を促進する。 

 

【現状・課題】 

■建築物の耐震化の促進 

建築物は、生活や社会経済活動を支える重要な基盤であり、建築物の耐震化を図ってい

くことは、県民の安全・安心の確保に直結する重要な課題である。特に熊本県では、熊本

地震において、県民の尊い生命や財産をはじめ県民生活に甚大な被害を受けたことから、

建築分野における重要課題の一つとして、積極的に取り組んでいかなければならない。 

更に熊本地震や平成 30 年（2018 年）6 月の大阪府北部の地震では、多くのブロック塀

が倒壊し、人的被害が起きており、既存の建築物に加えてブロック塀についても安全性を

確保する必要がある。 

県では、平成 29 年（2017 年）3 月に「熊本県建築物耐震改修促進計画」を策定し、令

和 7年度（2025 年度）までに、耐震性が不十分な住宅及び多数の方が利用する一定規模以

上の特定建築物を概ね解消することを目標に、様々な事業に取り組んできた。 

県・熊本市・八代市・天草市は、所管行政庁として、民間建築物の所有者に対する指導・

助言等を実施している。 

民間建築物や住宅における耐震化に対する支援については、住民への普及啓発策や補助

制度の充実など、市町村における具体的な取組みが重要であり、特に日奈久断層や南海ト

ラフによる巨大地震は、今後 30年以内の発生確率が高いと想定されていることから、これ

まで以上に住宅の耐震化を加速させるため「耐震改修工事における費用負担」の軽減に寄
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与する改修設計及び工法の普及についても継続して取り組んでいく必要がある。 

 

 

■耐震診断・設計・施工の人材育成、質の確保 

耐震診断、改修設計等は高度なノウハウが必要であり、中長期的に人材育成・確保を行

う必要がある。 

耐震診断、改修設計等の質について一定水準を確保するため、第三者評価を行うことが

重要である。 

 

 

【目 標】  

令和 7年度までに耐震性が不十分な建築物を概ね解消する。 

 

 

【施 策】 

施策 取組内容 

1）公共建築物の計画的な耐震化の促進（県） 

①市町村有の特定既存耐震不適格建築物

の耐震改修の促進 

  

2）民間建築物・住宅の耐震化の促進 

①民間建築物・住宅所有者への個別周知 

 

 

②所有者に対する指導等の実施 

 

 

③耐震相談窓口の設置 

 

④講演会・研修会・相談会による普及啓発 

 

⑤設計者等を通じた情報提供 

 

 

⑥市町村による補助制度の創設促進（県） 

 

 

⑦地震防災マップの作成の促進による防 

災意識の向上（県） 

 

⑧非構造部材の落下物対策・耐震化の重 

 

・市町村有の特定既存耐震不適格建築物の

耐震化に係る市町村への働きかけの実施 

 

 

・防災査察等の機会を通じた普及啓発活動

の実施 

 

・耐震改修促進法第 15 条等に基づく助言

等の積極的な実施 

 

・耐震に関する相談窓口の設置 

 

・住宅所有者等に対する耐震講演会の開催 

・職員による出前研修会の随時実施 

 

・関係団体等と連携した耐震化に係る検討

及び所有者等に対する情報提供の実施 

 

・耐震に係る補助制度の創設についての市

町村への働きかけ 

 

・地震防災マップの作成についての市町村

への働きかけ 
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要性に関する普及啓発・指導 

 

⑨ブロック塀の安全対策の推進 

 

 

 

 

⑩耐震診断の促進 

 

⑪耐震化の支援の充実 

 

 

 

3）その他の取組み 

①耐震改修促進計画の見直しの検討 

 

②市町村耐震改修促進計画見直しに係る

支援（県） 

 

③技術者の育成 

・定期点検等の重要性についてのパンフレ

ット等による周知 

 

・建築確認申請の機会を捉え、既存ブロッ

ク塀の安全点検及び撤去又は改修の指導 

・危険ブロック塀の撤去に係る補助制度の

創設についての市町村への働きかけ 

 

・フォローアップ調査※の継続実施 

 

・耐震性が不十分と判明した施設所有者等

への耐震改修工事等の要請 

・パンフレットの配布等による周知 

 

 

・耐震化率の目標設定の検討の実施 

 

・計画が満了する市町村に対する次期計画

策定の支援・要請 

 

・建築士・施工者向け講習会の開催（新規） 

 

※建築物等に係る各種の事故等の発生を受けた国土交通省からの実施通知を受けて、全国の特定行政庁

等において実施されている、建築物等に対する実態調査のこと。 

  

 

（3）建築物に係るアスベスト等の対策の推進 

アスベスト対策の喫緊性に鑑み、吹付け材を有する建築物に係るデータベースを基に、

建築物所有者によるアスベスト含有調査及び改修を促進する。 

 

【現状・課題】 

■大規模建築物の吹付けアスベスト対策の徹底 

平成 17 年度（2005 年度）にアスベストによる健康被害が大きな社会問題となって以降、

県では、吹付けアスベストの使用の可能性が比較的高いと思われる概ね 1,000 ㎡以上の大

規模建築物に関しての対策を進めてきたところであるが、未だ対策が不十分なものがある。 

令和 7年（2025 年）3月の調査結果では、県内の調査対象建築物 3,079 件のうち、160 

件に吹付けアスベスト等の使用があると報告され、そのうち 22 件の除去等が未対応とな

っているため、建築物石綿含有建材調査者など専門家によるアスベスト調査の重要性を建

物所有者へ周知するとともに、商工観光労働部や環境生活部などアスベスト対策関係部と

の連携によりアスベスト対策の徹底を図る必要がある。 

 

■中小規模建築物の吹付けアスベスト対策の推進 
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1,000 ㎡未満の中小規模建築物についても、吹付けアスベストが使用されている可能性

があり、その対策が求められている。 

建築物全体のデータベースを整備し、吹付けアスベストが含有されている可能性のある

建築物の特定を行ったところであり、今後、調査分析、除去工事等の対策を進めていく必

要がある。 

 

■シックハウス対策の推進 

アスベストだけでなく、健康で快適な住環境を確保するためには、引き続きシックハウ

ス対策の徹底を図る必要がある。 

 

 

【目 標】 

吹付け材の露出が確認された建築物の所有者に対し、 

アスベスト含有調査を行うよう文書等での指導を 100％実施する 

 

 

【施 策】 

施策 取組内容 

1）大規模建築物の吹付けアスベスト対策 

①対象建築物所有者等への個別指導の実 

 施 

 

②補助制度の周知・活用の促進 

 

 

③市町村による補助制度創設の促進（県） 

 

2）中小規模建築物の吹付けアスベスト対 

  策 

①所有者等への調査分析の要請 

 

 

②所有者等への除去工事等の要請 

 

 

③補助制度の充実（県） 

 

 

④市町村による補助制度創設の促進（県 

：再掲） 

 

・防災週間等の機会を通じた立入調査の実

施及び所有者等への指導 

 

・補助制度に係る関係市町村と連携した所

有者等への周知 

 

・各補助制度の創設についての市町村への

働きかけ 

 

 

・吹付アスベスト使用の可能性のある所有

者等へ調査分析の実施を要請 

 

・吹付アスベスト使用が判明した所有者等

への除去工事等の要請 

 

・「熊本県民間建築物アスベスト緊急改修促

進事業」の補助対象の見直し 

 

・各補助制度の創設についての市町村への

働きかけ 



 

~ 23 ~ 
 

 

3）その他の取組み 

 ①アスベスト対策関係部局との連携 

 

 

②新築時・リフォーム時におけるシック 

ハウス対策に関する周知徹底 

 

 

・関係部局合同での解体現場への立入調査

の実施 

 

・講習会やチラシ配布等による周知の実施 

 

 

（4）既存建築ストックの現行基準への水準向上と有効活用 

既存建築ストックを有効活用するために、対応策の検討を図る。 

特に既存不適格建築物について、所有者等が、その危険性に対する認識が十分でなく、

改修等が進められていない状況に鑑み、法制度や施策の周知徹底等を行う。 

 

【現状・課題】 

■既存不適格建築物への対応 

既存不適格建築物は、建築基準法上、規制の対象とはならないが、安全安心の観点から

建築基準法の改正が進む中、改修が進められない恐れがあるため、特定行政庁は、現行基

準への水準向上の必要性について周知を図り、計画的な改修を促進する必要がある。 

 

■保安上危険な建築物等への対応 

保安上危険な建築物等に対しては、必要に応じて建築基準法第 9条の 4に基づく指導

及び助言並びに第 10 条に基づく勧告等の実施を検討するなどの対策を講じるほか、災害

危険区域内の危険住宅については、改修や移転を促すなどの対策を講じる必要がある。 

 

■既存建築ストックの活用 

近年、既存建築物の増改築や用途変更など既存建築ストックの活用に関するニーズが高

まっており、平成 30 年（2018 年）や令和 4 年（2022 年）の建築基準法改正で既存建築

ストックの有効活用に向けた規定の合理化が行われた。 

しかしながら、それら建築物の増改築等を行う際の確認申請にあたっては、既存不適格

建築物であるのか、違反建築物であるのか確かめる必要があるため、その調査に多大な時

間や費用を要する場合があることから、結果として増改築等を断念するケースも見受けら

れる。そのため、既存建築物の活用について、令和 7年（2025 年）11 月に国土交通省か

ら示された「既存建築物の現況調査ガイドライン（第 3版）」等の有効活用のための検討を

進める必要がある。 

 

 

【目 標】 

既存不適格建築物の危険性の周知、改修等の促進 

既存建築ストックの利用促進 
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【施 策】 

施策 取組内容 

1）既存不適格建築物の現行基準への向上促

進 

①既存不適格建築物の所有者等への働き

かけ 

 

 

 

 

 

 

2）保安上危険な建築物等に対する措置 

①老朽化した建築物所有者等への働きか

け 

 

 

 

②災害危険区域内の危険住宅の移転等の

促進 

 

 

3）既存建築ストックの活用 

 ①既存建築ストックの活用の推進 

 

 

 

・建築確認申請や防災査察等の機会を通じ

た調査の実施 

・講習会、パンフレット配布、立入調査等に

よる周知 

・相談窓口の設置 

・「既存建築物の現況調査ガイドライン

（第 3版）」及び「既存建築物の緩和措

置に関する解説集（第 3版）」の活用

（新規） 

 

・保安上危険である建築物等※の所有者へ 

の除却等の働きかけ 

・講習会、パンフレット配布、立入調査 

等による周知 

 

・土砂災害防止法の特別警戒区域の建築物 

等に係る必要な対策及び支援の実施 

・国の補助制度に係る市町村への周知（県） 

 

 

・ガイドライン活用に係る指定確認検査機 

関との連携 

・優良事例の収集、整理、紹介及び周知 

※建築物の他にも広告板等の工作物がある。 
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5．建築物の性能の向上 

（1）建築物の環境性能の向上 

2050 年カーボンニュートラル実現に向け、建築分野における温室効果ガス排出量を削減

し、地球温暖化を抑制するため、住宅・建築物の環境性能の向上や都市の低炭素化を図る

取組みを促進する。 

 

【現状・課題】 

低炭素社会への転換があらゆる分野で求められる中、建築分野においても中長期的視点

に立った地球温暖化対策としての取組みを充実させていくことが必要である。 

 県では、「熊本県地球温暖化の防止に関する条例」を制定し、その中で、建築物の環境性

能の向上にかかる自主的な取組みを促していく「熊本県建築物環境配慮制度」を位置づけ、

平成 22年（2010 年）10月に施行している。 

 また、令和 7年（2025 年）4月に施行された改正建築物省エネ法により、全ての住宅・

建築物について省エネ基準の適合が義務付けられた。 

国は令和 3 年（2021 年）10 月 22 日に閣議決定されたエネルギー基本計画及び地球温

暖化対策計画において、令和 12年度（2030 年度）以降に新築される住宅・建築物につい

て、ZEH・ZEB 水準の省エネルギー性能の確保を目指すこととしており、更なる省エネルギ

ー性能の確保が見込まれるため、「建築物環境配慮制度」及び「建築物エネルギー消費性能

向上計画の認定・低炭素建築物の認定」といった制度の適切な運用等を通じ、引き続き、

建築物、住宅のより一層の環境性能の向上の取組みを促進していく必要がある。 

 

 

【目 標】 

新築される住宅のうち ZEH 水準の省エネ性能を有する 

住宅割合の向上に繋がる制度の普及促進 

 

【施 策】 

施策 取組内容 

【建築物環境配慮制度】 

1）設計者等への技術支援 

①マニュアル等の作成・充実（県） 

 

②設計者等への講習会の実施 

 

2）建築主等の取組みの評価、メリットの創

出（県） 

①優良事例のＰＲ 

 

 

 

・マニュアル改訂の検討 

 

・設計者等への技術支援講習会の定期開催 

 

 

 

・ホームページ等を活用した優良事例の紹 

 介 
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3）適確な運用体制の構築 

①講習会の実施による職員の審査・支援

能力の向上 

 

②特定行政庁会議の実施 

 

【建築物省エネ法に基づく対応】 

1）法律の改正、各制度等の周知（新規） 

①各制度等の改正への対応 

 

2）建築確認手続きの中で行われる省エネ基

準への適合性審査の適切な実施 

（新規） 

①適確な審査と指導 

 

 

・建築関係者講習会（1）－②）への職員の

派遣 

 

・特定行政庁連絡会議の随時開催 

 

 

 

・講習会の開催や制度等のチラシの配布によ 

る関係者への周知 

 

 

 

・関係機関及び関係団体への講習会の開催 

 

 

 

（2）ユニバーサルデザイン（ＵＤ）の推進 

障がいのある方や高齢者をはじめ誰もが安心・快適に暮らせるまちづくりを推進するた

め、インクルーシブデザインも取り入れながら、安全かつ円滑に利用できるＵＤの理念に

基づいた建築物の整備を促進する。 

 

【現状・課題】 
■ユニバーサルデザインの技術的支援 

（公共建築物） 

不特定かつ多数の方が利用する公共建築物は、誰もが円滑に利用できる施設整備を行な

う必要がある。県有建築物においては、平成 3年度（1991 年度）より計画的に実施して

いる改修工事だけでなく新築工事においても、ＵＤ設計アドバイザー制度の活用等により

利用者等の意見を聴取するなどＵＤに配慮した建築物を整備している。 

また、より県民に身近な市町村の建築物においても、ＵＤに配慮した施設整備が求めら

れる。 

今後も、ＵＤに配慮した県有建築物の整備を進めるとともに、市町村の建築物において

も、ＵＤに配慮した整備が行われるよう助言等の技術的支援を行っていく必要がある。 

（民間建築物）  

民間建築物については、 やさしいまちづくり条例に基づき、一定規模以上の特定建築物

の計画に対する事前協議制度を活用し指導・助言を行っている。 

また、少子高齢化が進む中、住宅についても、ＵＤの理念に基づき、安全・安心・快適

に暮らせる住まいづくりを推進していくことが重要である。 

このようなことから、今後も同条例に基づく事前協議において、民間建築物に対する指

導助言を行うとともに、ＵＤに配慮した建築物の整備を行う民間事業者等に補助する市町

村を支援する必要がある。 
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■研修会及び広報活動等による普及・啓発 

ＵＤの推進には、建築主や所有者等の意識を高めることが重要である。また、建築物の

設計・施工に携わる建築士等の意識を高めるとともに、知識・技術の向上が重要となる。 

今後とも、建築主や建築士等の理解を深めるため、 情報発信をしていく必要がある。 

 

 

【目 標】 

やさしいまちづくり条例に基づく事前協議制度において 

適当と認められた建築物※の増加 

※事前協議済通知書を交付した建築物 

 

 

【施 策】 

施策 取組内容 

1）公共建築物のＵＤの推進（県） 

①県有建築物のＵＤ改修の促進 

 

 

 

②建築物整備にあたっての利用者参画の

機会の取入れ 

 

 

③市町村建築物の整備に関する支援 

 

2）民間建築物のＵＤの推進 

 ①条例に基づく事前協議の適切な実施 

 

 ②補助事業による整備促進（県） 

 

 

 

 

3）ＵＤに関する研修・広報の実施 

 ①建築主・建築士等への普及啓発・研修の

実施 

 

 ②ホームページを活用した多様な情報提

供の実施 

 

・県有建築物のＵＤ化の推進のための関係

部局及び（一財）熊本県建築住宅センタ

ー等との連携の実施 

 

・県有建築物の整備におけるＵＤ設計アド

バイザー制度の活用等による利用者参画

の積極的な実施 

 

・市町村建築物の整備における技術的支援 

 

 

・事前協議の適切な実施 

 

・指定確認検査機関の確認審査物件につい

て、事前協議に係る早期の情報提供の要

請 

・補助制度を活用したＵＤ整備の促進 

 

 

・事業主や建築士等を対象とした研修会の

開催 

 

・ＵＤに配慮した整備事例等ＵＤの推進に

役立つ情報の掲載 
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6．事故・災害時の対応 

（1）事故対応 

建築物、昇降機及び遊戯施設に係る事故が発生していることに鑑みて、事故発生におけ

る警察等との連携による迅速かつ適確な事故対応を行う。 

 

【現状・課題】 

 事故発生時には、被害の拡大や類似事故の再発を防ぐ必要があることから、事故直後の

応急措置や事故原因の究明等の対応は重要となる。必要に応じて、警察等との連携を行う

必要があり、事故等の発生時の対応について、あらかじめ体制を整備しておく必要がある。 

 また、事故等の情報のうち、重大なものについては、国土交通省と連携し、事故が発生

した際の対応を徹底する必要がある。 

 

 

【目 標】 

事故発生時における現場調査及び対策の実施 

 

 

【施 策】 

施策 取組内容 

1）事故対応の体制の整備 

①「事故等情報の受付窓口」の設置 

  

 

②警察、消防等との連携体制の整備 

 

③事故対応マニュアルの作成 

 

 

④事故発生時における迅速かつ適確な対

応 

 

・事故情報の受付窓口の設置 

・窓口に係るホームページ等を通じた周知 

 

・警察、消防等※との連携体制の整備 

 

・県内の事故の状況に応じた対応マニュア

ルの作成 

 

・必要に応じた事故関連施設への立入検査

の実施 

 

※建築物の用途に応じて、消防署の他、警察、労働部局、環境部局及び福祉部局等が挙げられる。 

 

（2）災害対応 

 熊本地震、令和 2年 7月豪雨等の経験を踏まえ、大規模災害が発生した際に迅速かつ適

確な対応を行うための関係団体等との連絡体制の整備をはじめとした災害時対応のための

体制整備作りに取り組む。 

 

【現状・課題】 
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熊本地震においては、平成 28年（2016 年）11月時点で 17万棟を超える住宅被害が確

認される中、同年 4 月 15 日から 6 月 4 日までの間、延べ 6,819 人の被災建築物応急危険

度判定士（以下「判定士」という。）が参加し、57,570 件の被災建築物応急危険度判定（以

下「判定」という。）を行った。 

想定を超える甚大な被害状況下での判定活動であり、被害情報の収集、国等との情報共

有、判定士への情報伝達、判定活動拠点施設等の確保、被災市町村における判定体制とい

った様々な事柄に係る問題点が浮き彫りとなった。 

これらの問題点を踏まえ、人材の確保、国等・市町村・その他関係機関等との連絡体制

の構築、関係機関等との連携体制の構築、市町村への支援、各種の要綱やマニュアルの見

直し等を計画的に進めていく必要がある。 

 

■判定士等の確保 

これまで、県では、判定士の確保に努めてきたところであるが（令和 6 年度（2024 年

度）末時点の判定士数は 1,782 人）、引き続き判定士の確保を図るとともに既存の判定士名

簿の精査（実働可能な判定士の洗い出し等）及び更新を行うことや判定士だけではなく判

定コーディネーター育成のための研修会を開催すること等が必要である。 

 

■連絡体制の構築 

熊本地震では、発災後初期の段階で各市町村における被害の状況把握が難航し、国等と

の情報共有体制も十分に機能しなかった。 

そのため、毎年度実施される全国的な連絡訓練を、より精度の高い内容で実施していく

ことや、市町村や関係団体等内部における連絡体制構築が図られるよう、必要な支援を行

う必要がある。 

 

■市町村等の体制整備 

地震発生時に迅速な対応を行うためには、県だけではなく、判定実施本部となる市町村

において、震前からマニュアル策定、連絡体制の構築、資機材の備蓄といった体制整備を

図ることが重要である。 

一方で、市町村の中には建築関係の技術職員がおらず、体制整備が不十分な団体もある

ため、県が研修開催や必要な各種情報提供等を行うことで市町村の体制整備の支援を行う

必要がある。 

 

■関係機関等との連携 

熊本県と災害時の支援に関する協定を締結している団体は、大規模災害時の被災地への

支援に備えており、協定の適確な運用が重要となる。 

また、判定活動の拠点や判定士の宿泊場所となりうる施設の選定、判定士の移動手段の

検討及び当該関係施設管理者等との調整を進める必要がある。 

 

【目標：県】 

被災建築物応急危険度判定士の判定技術・連絡体制の維持・向上、 

判定コーディネーターの育成・確保のための研修の実施 
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【施策】 

施策 取組内容 

1）被災建築物応急危険度判定にかかる体

制整備 

①応急危険度判定活動に係るマニュアル

の整備 

 

②応急危険度判定実施本部の整備（市） 

 

③応急危険度判定支援本部の整備（県） 

 

④判定コーディネーターの選定 

 

⑤判定士への連絡体制の整備 

 

 

 

 

⑥判定士等の養成、判定技術の維持・向

上（県） 

⑦判定資機材の計画的な備蓄 

 

⑧応急危険度判定活動におけるアスベス

ト対応への備え 

 

 

2）大規模災害等の支援活動に関する協定

等に基づく支援活動 

 ①支援活動の要請及び指示 

 

 

・「応急危険度判定マニュアル等」の必要に

応じた見直し 

 

・応急危険度判定連絡訓練の実施 

 

・災害時における速やかな支援本部の設置 

 

・判定コーディネーターの選定の実施 

 

・市町村及び建築関係団体※との連絡体制の

整備及び情報共有 

・市町村及び建築関係団体※への体制整備の

働きかけ 

 

・判定養成講習会の開催 

 

・判定資機材の計画的な備蓄の実施 

 

・アスベスト対応に係る資機材の備蓄の実

施 

・判定拠点等の選定等の実施（新規） 

 

 

 

・大規模災害発生時における協定を締結し

ている団体等と連携した支援活動の実施 

 

※（公社）熊本県建築士会、（一社）熊本県建築士事務所協会及び（一社）熊本県建築協会を示す。 
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7．消費者への対応  

消費者問題への意識が高まっており、建築物についても安全・安心に係る様々な相談や

苦情が寄せられることに鑑み、建築行政においても消費生活センターとの連携、消費者へ

の適切な対応、情報提供等を行う。 

また、近年、激甚化・頻発化する大規模災害の発生に鑑み、災害に強い建築物に関する

情報提供等及び消費者への適切な対応、情報提供等を行う。 

 

【現状・課題】 

県・熊本市・八代市・天草市では、従来から様々な相談対応を行っているが、新築・増

改築時点での安全安心の確保や既存建築物の安全安心の確保を図るため、引き続き、様々

な相談に対応できる体制の充実を図る必要がある。 

また、建築士法に基づく苦情処理対応を行っている法定団体や、消費生活センター等の

関係機関との連携も必要である。 

 

 

【目 標】 

建築物の安全安心に関する情報共有及び情報発信 

 

 

【施 策】 

施策 取組内容 

1）特定行政庁における相談対応 

①適切な相談対応の実施 

 

②関係機関等情報の整理 

 

 

③関係機関等との連携体制の構築 

 

 

 ④宅建担当部署との連携 

 

 

2）相談機関・苦情対応機関に関するワンス 

トップな情報提供 

 ①ホームページ等での情報提供（県） 

 

・積極的かつ適確な相談対応 

 

・ホームページ等への関係機関等に係る情

報の掲載 

 

・発生頻度が高い相談内容に係る関係機関

との情報の共有 

 

・宅建担当部署や宅建協会等と連携した情

報提供の実施等 

 

 

 

・様々な相談や苦情対応を行う機関につい

てホームページ等へ掲載 
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8．執行業務体制の整備 

（1）内部組織の執行体制 

具体的施策を遂行するための効果的な執行業務体制の構築を図ることが必要であり、特

に、建築主事等の将来の配置状況を見通した執行業務体制の整備を図る。 

 

【現状・課題】 

■円滑な業務遂行のための組織体制 

建築物の安全安心に関わる多種多様なニーズに対応していくためには、人材の資質の向

上を図っていくための施策に取り組んでいくことが重要である。 

また、特定行政庁には、違反建築物に対する是正指導、指定確認検査機関に対する監査、

指定確認検査機関からの照会対応、法の運用の明確化等の行政職員でなければ行うことの

できない業務を果たす役割があり、建築基準法全般の知識及び技術の確保が必要となるた

め、執行体制の強化や技術・ノウハウといった知識資産の継承が必要となる。 

さらに、頻発する事故への対応や、耐震化、アスベスト対策など既存建築物対策を効率

的・効果的に進めていくために、建築物等の基礎的な情報をデータ化することなどが必要

となる。建築物の安全安心の確保には、関係機関・関係団体の連携が必要不可欠であり、

会議等の連携の場の充実が必要となる。 

 

■建築基準適合判定資格者等の確保 

建築確認業務を安定的に実施するためには、建築基準適合判定資格者の確保が不可欠で

あり、その受検資格となる一級建築士の合格者を確実に確保することが必要である。 

さらに、構造計算についての高度な専門知識を確保するために、構造審査担当者の育成

を行っていく必要がある。 

 

■緊急事態への対応（再掲） 

平成 28年（2016 年）の熊本地震、令和 2年（2020 年）7月豪雨や新型コロナウイルス

感染症拡大などの経験を踏まえ、建築確認検査の業務遅延のリスクを最小限に抑え業務の

継続あるいは早期復旧を可能とするための対策が求められる。 

 このため、申請や相談窓口のＤＸ化、郵送対応や相談窓口の予約化など、窓口業務のあ

り方を検討する必要がある。 

 

【目 標】 

審査担当者の審査技術の向上を図るための研修等の実施 

 

【施 策】 

施策 取組内容 

1）特定行政庁等における職員等の人材育成 

の取組み 

①審査能力向上のための講習会の企画及

 

 

・審査担当者の審査関係講習会への参加 
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び参加 

 

②設計者向けの説明会・講習会の実施 

 

 

 

③施工現場等での研修会等の開催 

 

④広域本部等による建築士等への研修会

の実施 

 

2）BCP（業務継続計画）の策定 

①BCP の策定 

・審査担当者向け研修会の開催 

 

・法改正等の機会をとらえた講習会等の説

明による知識の醸成 

・資格取得研修会の実施 

 

・職員に対する現場研修の実施 

 

・広域本部等による各地域の建築士向け研

修会の説明による知識の醸成 

 

 

・優先的に実施すべき業務の特定、業務の執

行体制や対応手順、継続に必要な資源の

確保等の決定 

 

 

 

（2）関係機関・関係団体との連携による執行体制の強化 

建築物等の安全性確保のため、関係機関と情報交換を行い連携を図る。 

 

【現状・課題】 

建築行政に係る問題や課題に有効に対応するため、建築関係機関、関係団体と情報共有

や意見交換を行う必要がある。 

 

【目 標】 

関係機関・関係団体との意見交換の実施 

 

【施 策】 

施策 取組内容 

1）情報共有や共通認識の形成の場の充実 

・企画立案機能の強化 

①熊本県建築物安全安心推進協議会の運

営 

 

②特定行政庁会議の開催 

 

③建築行政主管課長等会議の開催（県） 

 

④建築審査会の建議機能の活用 

 

 

 

・協議会の定期開催 

 

 

・特定行政庁連絡会議の随時開催 

 

・建築行政主管課長等会議の開催 

 

・建築審査会の建議機能の活用についての

検討 
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⑤その他の関係団体との連携（新規） ・熊本県建築構造協議会※、県内特定行政

庁・指定確認検査機関会議等における情

報共有や意見交換 

※特定行政庁、指定確認検査機関、学識者及び関係団体で構成し、構造に関する課題等について協

議を行う協議会のこと。 

 

（3）データベースの整備・活用 

適確な建築行政を推進するためには、確認検査をはじめとする建築物等に係る情報を適

確に把握することが重要であるので、建築物等に係る情報の蓄積・整理・管理のための各

種データベースを整備する。 

 

【現状・課題】 

都道府県及び特定行政庁では、データベースの整備・活用により、適宜、実態把握とそ

の分析を行うとともに、抽出された課題の解決に向けた施策検討を行うことが求められる。 

また、事務作業等に要する時間を短縮し、審査、指導等の業務をより充実させるため、

建築行政手続の電子化の推進と合わせ、書類の閲覧事務等のオンライン化についても検討

が必要である。 

 

【目 標】 

建築確認・検査等に係るデータベースの整備及びその活用 

 

【施 策】 

施策 取組内容 

1）ＩＴ等の活用によるデータベース化とノ

ウハウの蓄積・共有 

①建築物のデータベースの整備 

 

 

 

 

②建築物データベースの有効活用 

 

 

③確認審査報告の電子化の活用 

 

 

④建築士及び建築士事務所データベース 

の整備と活用（県） 

 

 

 

 

 

・建築物のデータベースの整備 

・道路情報データベースの整備・公開 

・定期報告に係るデータベースの整備 

（新規） 

 

・データベースを活用した災害、事故等の発

生時における迅速な対応 

 

・建築行政共用データベースを用いた確認 

審査報告書の電子化の実施 

 

・データベースを活用した建築士法関係の 

取組みの推進（業務報告書提出、定期講 

習受講確認等） 

・建築士及び建築士事務所の登録情報のイン 

ターネット公開（新規） 
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⑤法令や関連制度のデータベースの活用 

 

 

 

⑥審査・相談ノウハウの共有（再掲） 

 

・建築基準法に基づく各種審査や相談対応 

等におけるデータベースを活用した取組 

みの推進 

 

・建築確認に係る特殊な事例について特定 

行政庁・指定確認検査機関・指定構造計算 

適合性判定機関との情報共有 

 


